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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　解剖学的部位の剪断波エラストグラフィ測定結果を提供するための超音波エラストグラ
フィシステムであって、
　超音波画像化および剪断波エラストグラフィに備える、ように構成されているポータブ
ル超音波画像取得プローブと、
　超音波画像取得プローブをコントロールし、前記ポータブル超音波画像取得プローブを
介する剪断波エラストグラフィ測定結果を決定し、かつ、前記解剖学的部位の２次元画像
平面を含む超音波画像を提供する、ように構成されている超音波信号と画像の処理アセン
ブリと、
　前記超音波信号と画像の処理アセンブリによって提供される前記超音波画像を表示する
、ように構成されているディスプレイと、
　前記解剖学的部位の第２画像を保管するように、構成されているメモリユニットと、
　前記超音波画像の中でユーザが興味領域を選択できるようにするユーザ入力デバイスで
あり、前記興味領域においてエラストグラフィ測定が行われる、ユーザ入力デバイスと、
　を含み、
　前記第２画像は、前記解剖学的部位の３次元画像であり、
　前記超音波信号と画像の処理アセンブリは、さらに、前記解剖学的部位の前記３次元画
像の中で前記２次元画像平面の位置および前記剪断波エラストグラフィ測定結果の位置を
決定し、かつ、前記解剖学的部位の前記３次元画像の中で前記２次元画像平面の位置およ
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び前記剪断波エラストグラフィ測定結果の位置を表示する、ように構成されている、
　ことを特徴とする、
　システム。
【請求項２】
　前記システムは、さらに、
　前記ポータブル超音波画像取得プローブの位置と向きをトラックするためのトラッキン
グデバイス、
　を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記超音波信号と画像の処理アセンブリは、さらに、
　前記トラッキングデバイスを介してポータブル超音波画像取得プローブの位置と向きを
トラックすることにより、前記解剖学的部位の前記３次元画像の中で前記剪断波エラスト
グラフィ測定結果の前記位置を決定する、ように構成されている、
　請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記システムは、さらに、生検デバイス、を含み、かつ、
　前記超音波信号と画像の処理アセンブリは、さらに、前記トラッキングデバイスを介し
て前記解剖学的部位の前記３次元画像の中で生検デバイスの位置をトラックするように構
成されている、
　請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記超音波信号と画像の処理アセンブリは、さらに、
　剪断波エラストグラフィ測定結果に係る位置と生検デバイスの前記位置との間の距離を
決定する、ように構成されている、
　請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記超音波信号と画像の処理アセンブリは、さらに、
　前記興味領域が選択された前記超音波画像を、前記解剖学的部位の前記３次元画像と共
にレジストレーションすることにより、前記解剖学的部位の前記３次元画像の中で前記剪
断波エラストグラフィ測定結果の前記位置を決定する、ように構成されている、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記超音波画像は、２次元超音波画像である、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記解剖学的部位の前記３次元画像は、超音波画像取得とは異なるモダリティを介して
取得された３次元画像であり、
　前記解剖学的部位の前記３次元画像は、前記超音波信号と画像の処理アセンブリの前記
メモリユニットに保管される、
　請求項２に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ポータブル超音波画像取得プローブと前記超音波信号と画像の処理アセンブリは、
さらに、
　ユーザが、前記解剖学的部位の前記３次元超音波画像を取得し、かつ、前記解剖学的部
位の前記３次元超音波画像として保管することができる、ように構成されている、
　請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　超音波エラストグラフィシステムを用いて解剖学的部位を検査するための超音波エラス
トグラフィ方法であって、
　ポータブル超音波画像取得プローブを介して、前記解剖学的部位の２次元画像平面を含
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む超音波画像を取得するステップと、
　前記解剖学的部位の第２画像を取得するステップと、
　前記超音波画像の中で興味領域を選択するステップであり、前記興味領域においてエラ
ストグラフィ測定が行われる、ステップと、
　前記ポータブル超音波画像取得プローブを介して、剪断波エラストグラフィ測定結果を
取得するステップと、
　を含み、
　前記第２画像の中で前記２次元画像平面の位置および剪断波エラストグラフィ測定結果
の位置を決定するステップであり、前記第２画像は前記解剖学的部位の３次元画像である
、ステップと
　前記解剖学的部位の前記３次元画像の中で前記２次元画像平面の位置および前記剪断波
エラストグラフィ測定結果の前記位置を表示するステップと、
　を含む、ことを特徴とする、
　方法。
【請求項１１】
　前記方法は、さらに、
　トラッキングデバイスを介してポータブル超音波画像取得プローブの位置をトラックす
るステップを含む、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法は、さらに、
　前記トラッキングデバイスを介して、前記解剖学的部位の前記３次元画像の中で生検デ
バイスの位置をトラックするステップと、
　剪断波エラストグラフィ測定結果に係る位置と生検デバイスの前記位置との間の距離を
決定するステップと、
　を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　コンピュータ上でコンピュータプログラムが実行されると、請求項１０乃至１２いずれ
か一項に記載の方法を前記コンピュータに実施させるプログラムコード手段を含む、コン
ピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、解剖学的部位についてエラストグラフィ測定結果を提供するための超音波エ
ラストグラフィシステム、および、超音波エラストグラフィシステムを用いて解剖学的部
位を検査するための超音波エラストグラフィ方法に関する。本発明は、さらに、そうした
方法を実施するためのコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　肝繊維症（ｌｉｖｅｒ　ｆｉｂｒｏｓｉｓｉ）および肝硬変（ｃｉｒｒｈｏｓｉｓ）は
、ウイルス性、自己免疫性、薬物誘発性、胆汁うっ滞性、および代謝の疾患を含む種々の
原因からの慢性的な肝臓障害に応答するものである。肝硬変は、究極的に肝不全を導き得
るものであり、主要な肝臓癌である肝細胞癌と関連し、相対的な死亡率を増加させる。
【０００３】
　肝繊維症の程度の段階化（ｓｔａｇｉｎｇ）と認定は、慢性的な肝臓疾患をもつ患者の
管理において重要である。肝臓生検は、肝繊維症の診断と段階化について「最も信頼でき
る基準（”ｇｏｌｄ　ｓｔａｎｄａｒｄ”）」であると考えられている。しかしながら、
肝臓生検は、患者に対して不快感と不安を生じ得るものである。１－５％の患者において
顕著な混乱が生じるが、報告された死亡率は１：１０００と１：１００００との間である
。肝臓生検サンプルは、肝臓のたった約１／５００００を含むだけであり、サンプリング



(4) JP 6430498 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

の多様性と、さらに組織学的アセスメントの最中の観察者の変動性とによって制限される
。
【０００４】
　肝臓生検の制限は、肝繊維症について種々の非侵襲的評価の開発を導いてきた。スクリ
ーニング、治療モニタリング、およびフォローアップのために、より適切なものである。
超音波剪断波エラストグラフィ技術は、非侵襲的な肝臓生検の段階化のための技術として
出現する。絶対剛性の定量化機能、リアルタイム性、コスト効率性、およびポータブルで
あるという特徴によるものである。商業的製品が既に利用可能であり、例えば、フィリッ
プスウルトラサウンド製（Ｐｈｉｌｉｐｓ　Ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ）の新リリースの剪断
波Ｅｌａｓｔｇｒａｐｈｙ　Ｐｏｉｎｔ　Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ＥｌａｓｔＰ
Ｑ）がある。そうした方法においては、肝臓または他の解剖学的部位を機械的にストレス
をかけ、かつ、剪断波を生成するために音響放射（ａｃｏｕｓｔｉｃ　ｒａｄｉａｔｉｏ
ｎ）が使用される。結果として生じる組織の変位が測定され、解剖学的部位の弾性を見積
るために使用される。肝臓が解剖学的部位である場合に、繊維症の段階と相関しているこ
とが見い出されてきたものである。
【０００５】
　トランスデューサの加熱といったシステムの制約および剪断波の速い減衰といった物理
的な制約のため、現在の商業的な剪断波エラストグラフィ製品は、たいてい、ユーザが選
択したポイント位置、もしくは、Ｂモード（Ｂ－ｍｏｄｅ）視野の中に空間的に制限され
た興味部位（ＲＯＩ）のより大きな領域における測定を提供するだけである。典型的なワ
ークフローにおいて、ユーザは、従来の超音波Ｂモード画像化の下で疑わしい領域を選択
し、剪断波エラストグラフィ装置を起動し、測定を行い、そして、別のユーザが選択した
位置においてプロセスを繰り返す。画像化平面におけるＲＯＩの中で行われた測定は、次
に、ＲＯＩと関連付けされた値として、例えば超音波エラストグラフィシステムのディス
プレイ上に、表示され得る。例として、これによって、ＲＯＩと関連付けされた肝臓の剛
性値が、ヤング率（ｋＰａ）または剪断波速度（ｍ／ｓ）の単位においてレポートされ得
る。ＲＯＩを移動することによって、ユーザは非侵襲的な方法で肝臓を検査することがで
きる。
【０００６】
　複数の剛性測定を行うことが推奨される。繊維症レベルの包括的な評価を得るために、
例えば１０のオーダーで、肝臓全体に配置されたものである。さらに、これは、検査官に
対して測定結果の正確な分布またはパターンについて疑いを残すものである。
【０００７】
　国際公開第２０１２／０７８２８０Ａ１号は、組織のエラストグラフィ画像を生成する
ために、組織上にわたり移動されるように構成されたスキャニング装置を含むシステムを
示している。スキャニング装置は、超音波トランスデューサと剪断波トランスデューサを
含む。剪断波トランスデューサは、超音波トランスデューサのオペレーションの最中に剪
断波を組織の中へ向けるように構成されている。位置と向きのセンサシステムがスキャニ
ングシステムと統合されており、受信器が超音波トランスデューサからの画像を受信する
ように構成されており、受信器はそれぞれの画像についてセンサシステムからの位置と向
きのデータを受信するように構成されており、かつ、ビューアは受信した画像の迅速な、
連続した表示を提供するように構成されている。
【０００８】
　そうしたエラストグラフィシステムをさらに改善する必要性が存在している。
【０００９】
　米国特許出願公開第２０１２１３３６６３号は、生物学上の組織に関する第１の物理量
を計算する物理量計算機を含む、生物学上の組織の医療用画像を表示するための医療用画
像表示装置を開示している。そして、物理量計算機によって計算された第１の物理量に応
じた表示形式を有する第１の弾性画像、および、医療用画像として他の別の医療用画像表
示装置によって計算された生物学上の組織の弾性に関する第２の物理量に応じた表示形式
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を有する第２の弾性画像を表示する表示画像コントロール装置を開示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　改善された超音波エラストグラフィシステムおよび方法を提供することが、本発明の目
的である。そうした方法を実施するためのコンピュータプログラムを提供することは、本
発明のさらなる目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の態様においては、解剖学的部位の剪断波エラストグラフィ測定結果を提
供するための超音波エラストグラフィシステムが提供される。本システムは、超音波画像
化および剪断波エラストグラフィに備えるように構成されているポータブル超音波画像取
得プローブと、超音波画像取得プローブをコントロールし、ポータブル超音波画像取得プ
ローブを介する剪断波エラストグラフィ測定結果を決定し、特にはポータブル超音波画像
取得プローブによって受け取られたエコーから剪断波エラストグラフィ測定結果を決定ま
たは計算し、かつ、特にはポータブル超音波画像取得プローブによって受け取られたエコ
ーから解剖学的部位の超音波画像を提供するように構成されている超音波信号と画像の処
理アセンブリと、超音波信号と画像の処理アセンブリによって提供される超音波画像を表
示するように構成されているディスプレイと、解剖学的部位の３次元画像を保管するよう
に構成されているメモリユニットと、を含む。超音波信号と画像の処理アセンブリは、さ
らに、解剖学的部位の３次元画像の中で剪断波エラストグラフィ測定結果の位置を決定し
、かつ、剪断波エラストグラフィ測定結果の位置をユーザに対して表示するように構成さ
れている。
【００１２】
　本発明の第２の態様においては、超音波エラストグラフィシステムを用いて解剖学的部
位を検査するための超音波エラストグラフィ方法が提供される。本方法は、解剖学的部位
の３次元画像を取得するステップと、超音波画像化および剪断波エラストグラフィに備え
るように構成されているポータブル超音波画像取得プローブを介して剪断波エラストグラ
フィ測定結果を取得するステップと、解剖学的部位の３次元画像の中で剪断波エラストグ
ラフィ測定結果の位置を決定するステップと、剪断波エラストグラフィ測定結果の位置を
ユーザに対して表示するステップと、を含む。
【００１３】
　本発明の第３の態様は、コンピュータ上でコンピュータプログラムが実行されると、第
２の態様または改善の一つに従った方法に係るステップをコンピュータに実施させるプロ
グラムコード手段を含む、望ましくは固定の、コンピュータプログラムである。
【００１４】
　提供する本発明の基本アイデアは、エラストグラフィ測定位置と生検位置をローカル化
（ｌｏｃａｌｉｚｅ）するための統合されたシステムおよび方法である。特には、肝臓の
３次元的解剖学的構造におけるものである。剪断波エラストグラフィ画像化とローカル化
は、２つのアプローチを使用して具現化され得る。すなわち、トランスデューサの位置検
出または純粋な画像ベースのレジストレーション（ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ）である。
第１のアプローチにおいては、トランスデューサ上にセンサが配置される。電磁気または
光トラッキングシステムを使用して、センサの位置と向きをリアルタイムにモニタリング
するためである。第２のアプローチにおいては、剛性測定が行われる超音波ボリュームま
たはクロス平面画像のサブセットが、広範な３次元の肝臓の解剖学的構造に対してレジス
トレーションされる。超音波システムの主要エレメントは、以下のものである。従来のＢ
モード画像化と剪断波エラストグラフィが可能な１次元または２次元トランスデューサ、
１次元の超音波トランスデューサまたは２次元の超音波トランスデューサをスウィープ（
ｓｗｅｅｐ）することによって取得された３次元の肝臓の解剖学的構造、もしくは、ＣＴ
／ＭＲＩといった他のモダリティ（ｍｏｄａｌｉｔｙ）によって以前に取得された３次元
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画像、および、アプリケーションである。アプリケーションは、剛性測定の相対位置と超
音波画像を得るために超音波システムと通信するデータ取得システムと、トラッキングシ
ステムを使用して剛性測定と生検位置をマッピングもしくは画像レジストレーションアプ
ローチを使用して剛性測定位置をマッピングするトラッキングシステムと通信するデータ
取得システムと、剛性測定位置の３次元レンダリングと可視化のためのディスプレイソリ
ューションと、あらゆる剛性測定位置と生検位置との間の距離を計算することができる定
量化ツールと、を含む。
【００１５】
　剪断波エラストグラフィとトラッキングの組み合せは、画像診断法とインターベンショ
ナルな（ｉｎｔｅｒｖｅｎｔｉｏｎａｌ）腫瘍学において幅広いアプリケーションを有し
得るものであり、かつ、将来の超音波画像化システムに含まれ得るものである。肝繊維症
の段階化、解剖学的部位が肝臓であるもの、の他に、システムと技術は、乳がん、甲状腺
がん、および前立腺がんの段階化において、剛性測定と生検位置の可視化およびマッピン
グにおけるアプリケーションを有し得るだろう。従って、解剖学的部位は、また、乳房、
甲状腺、および前立腺であり得る。
【００１６】
　本発明の望ましい実施例は、従属請求項において定められる。請求される方法は、請求
される装置および従属請求項において定められるものと同様及び/又は同一な望ましい実
施例を有することが理解されるべきである。
【００１７】
　本システムの改善に従って、システムは、さらに、ポータブル画像取得プローブの位置
と向きをトラックするためのトラッキングデバイスを含む。これによって、プローブの位
置と向きをトラックし、かつ、剪断波エラストグラフィ測定結果の位置を決定するために
この情報を使用することができる。
【００１８】
　本システムのさらなる改善において、超音波信号と画像の処理アセンブリは、さらに、
トラッキングデバイスを介してポータブル超音波画像取得プローブの位置と向きをトラッ
キングすることによって、解剖学的部位の３次元画像の中で剪断波エラストグラフィ測定
結果の位置を決定するように構成されている。これによって、トラッキングデバイスは、
エラストグラフィ測定の位置をマップし、かつ、３次元画像においてユーザに対して可視
化するために使用され得る。
【００１９】
　本システムのさらなる改善において、システムは、さらに、生検デバイスを含んでいる
。そして、超音波信号と画像の処理アセンブリは、さらに、トラッキングデバイスを介し
て解剖学的部位の３次元画像の中で生検デバイスの位置をトラッキングするように構成さ
れている。これによって、生検デバイスの位置をトラックすることが、さらに可能になる
。これにより、システムを介した生検ワークフローのガイダンスが提供され得る。さらに
、生検サンプルの位置がエラストグラフィ測定位置と比較され得る。または、生検サンプ
ルの部位が以前に決定されたエラストグラフィ測定結果と一致することが保証され得る。
【００２０】
　本システムのさらなる改善において、超音波信号と画像の処理アセンブリは、さらに、
剪断波エラストグラフィ測定結果の位置と生検デバイスの位置との間の距離を決定するよ
うに構成されている。これによって、生検サンプルの側面がエラストグラフィ測定が行わ
れてきた興味領域の近傍に在るか否かが決定され得る。
【００２１】
　本システムは、超音波画像の中でユーザが興味領域を選択できるようにするユーザ入力
デバイスを含み、興味領域においてエラストグラフィ測定が行われる。これによって、ユ
ーザは、超音波画像、特には、一般に知られたＢモード超音波画像において興味領域を選
択することができる。ユーザによって特定された領域においてエラストグラフィ測定が行
われるようにである。
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【００２２】
　本システムのさらなる改善において、超音波信号と画像の処理アセンブリは、さらに、
興味領域が選択された超音波画像を、解剖学的部位の３次元画像と共にレジストレーショ
ンすることにより、解剖学的部位の３次元画像の中で剪断波エラストグラフィ測定結果の
位置を決定するように構成されている。これによって、レジストレーションは、コンピュ
ータで実施される方法において超音波信号と画像の処理アセンブリだけにおいて行われ得
る。従って、生検測定結果を３次元画像とエラストグラフィ測定位置とに適切に整列させ
るために、さらなる装置、例えばトラッキングデバイス、を回避することができる。
【００２３】
　本システムのさらなる改善において、超音波画像は２次元超音波画像である。特に、超
音波画像は、一般に知られたＢモード超音波画像であってよい。これによって、従来の超
音波画像化技術が、ユーザに２次元ビューを提供するために使用され得る。例えば、エラ
ストグラフィ測定に対する位置を特定し、かつ、生検プロセスをガイドするためである。
【００２４】
　本システムのさらなる改善において、解剖学的部位の３次元画像は、超音波画像取得と
は異なるモダリティを介して取得された３次元画像であり、解剖学的部位の３次元画像は
、超音波信号と画像の処理アセンブリのメモリユニットに保管される。これによって、解
剖学的部位全体、例えば肝臓の、３次元画像が使用され得る。特に、異なるモダリティは
、コンピュータトモグラフィ画像化または磁気共鳴画像化であり得る。
【００２５】
　本システムのさらなる改善において、ポータブル超音波画像取得プローブと超音波信号
と画像の処理アセンブリは、さらに、ユーザが、解剖学的部位の３次元超音波画像を取得
し、かつ、解剖学的部位の３次元超音波画像として保管することができるように構成され
ている。これによって、ユーザは、同一のシステムを介した生検検査に係るエラストグラ
フィ測定検査の以前に３次元超音波画像を取得することができるようになる。
【００２６】
　本方法は、さらに、ポータブル超音波画像取得プローブを用いて取得された超音波画像
の中で興味領域を選択するステップであり、興味領域においてエラストグラフィ測定が行
われるステップを含む。そして、解剖学的部位の３次元画像の中で剪断波エラストグラフ
ィ測定結果の位置を決定するステップは、超音波画像を解剖学的部位の３次元画像と共に
レジストレーションすることによって行われる。これによって、本方法のひかくできる利
点が発生し得る。エラストグラフィ測定結果の位置を３次元画像と共にレジストレーショ
ンすることは、あらゆる追加の装置を必要とすることなく、純粋にコンピュータで実施さ
れる方法において行われ得るものである。
【００２７】
　本方法の改善において、方法は、さらに、トラッキングデバイスを介してポータブル超
音波画像取得プローブの位置をトラックするステップを含む。これによって、トラッキン
グデバイスは、ポータブル超音波画像取得デバイスの位置と向きをトラックするために使
用され得る。例えば、電磁気スキャニング装置、または、光スキャニング装置が使用され
てよい。これにより、エラストグラフィ測定の位置を、例えば、生検位置及び/又は、解
剖学的部位、例えば肝臓の、３次元画像とマッピングすることがサポートされ得る。
【００２８】
　本方法のさらなる改善において、方法は、さらに、トラッキングデバイスを介して解剖
学的部位の３次元画像の中で生検デバイスの位置をトラックするステップと、剪断波エラ
ストグラフィ測定結果に係る位置と生検デバイスの位置との間の距離を決定するステップ
とを含む。
【００２９】
　これによって、生検サンプルの位置が３次元画像の中で確認され、かつ、エラストグラ
フィ測定結果に対する関係が決定され得る。
【図面の簡単な説明】
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【００３０】
　これ以降に説明される実施例を参照すれば本発明に係るこれら及び他の態様が明らかに
なり、解明される。
【図１】図１は、本発明の背景を説明するために、肝臓の３つの画像化平面における体内
の肝臓の剛性測定を示している。
【図２】図２は、超音波エラストグラフィシステムのさらなる実施例の模式図である。
【図３】図３は、典型的な超音波エラストグラフィシステムの異なるコンポーネントを説
明しているブロックダイヤグラムである。
【図４】図４は、超音波ボリュームスキャニングにおける平面と角度を示している模式図
である。
【図５】図５は、エラストグラフィ測定のためのＲＯＩを伴うＢモード画像の実施例を示
している。
【図６】図６は、患者に関するトラッキングデバイスを含んでいる一つの実施例を図示し
ている。
【図７】図７は、方法の一つの実施例を示している。
【図８】図８は、マップされたエラストグラフィ測定の第１の使用例を示している。
【図９】図９は、マップされたエラストグラフィ測定の第２の使用例を示している。
【図１０】図１０は、マップされたエラストグラフィ測定の第３の使用例を示している。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１は、一人の慢性的な肝臓患者について、肝臓の３つの画像化平面における体内の肝
臓の剛性測定を示している。それぞれの平面において、９回の測定が行われている。
【００３２】
　肝繊維症は、拡散する実質の疾患であると考えられるが、繊維症は、実際には、肝臓全
体にわたり重症度と位置が様々である。臨床的な所見は、繊維症の量（段階）と繊維症の
位置においては自然な変動が存在することを示唆している。例えば、図１に示されるよう
に、肝臓の患者について、フィリップス製ＥｌａｓｔＰＱによって、右肝葉の３つの画像
化平面において肝臓の剛性が測定されている。それぞれの画像化平面において、異なる９
カ所において、９つの測定が行われている。平均で、平面２および３におけるよりも、平
面１において肝臓がより剛性があることが明らかである。ウイルス性肝炎における不均一
な繊維症の分布を示しているものである。臨床的検査から得られる剛性カットオフ値（ｓ
ｔｉｆｆｎｅｓｓ　ｃｕｔ－ｏｆｆ　ｖａｌｕｅ）を使用することによって、この患者に
ついて、メタヴィア（Ｍｅｔａｖｉｒ）スコアシステムを使用して、繊維症段階Ｆ０－Ｆ
１（マイルド繊維症なし（ｎｏ－ｍｉｌｄ　ｆｉｂｒｏｓｉｓ））という平均な評価を導
き得る。しかしながら、より局所的な方法における診断が行われてよい。画像化平面２お
よび３に対してはＦ０－Ｆ１（繊維症なし）であるが、画像化平面１においてはＦ≧２（
段階２繊維症又はそれ以上、顕著な繊維症）である。結果として、異なる診断結果と臨床
的意思決定が適用されてよい。
【００３３】
　上記の臨床的な実施例は、肝臓生検が何故にサンプリングエラーにされるかを再び説明
している。肝臓生検は、傷組織（ｓｃａｒ　ｔｉｓｓｕｅ）および損傷した肝細胞につい
て、たいてい肝臓の一つの領域を検査するだけである。肝臓全体にわたる繊維症の重症度
と位置のより良い診断のために医者を助けるように、肝臓全体において剪断波測定位置を
マップし、生検位置と互いに関連付けし、かつ、これらの位置を３次元の肝臓ボリューム
において可視化する必要性が存在する。そうしたマッピング能力は、以下に詳細に述べる
ように、剛性測定位置を肝臓の解剖学的構造に関してローカル化し、正確な繊維症段階化
のために剛性測定と肝繊維症との間の空間的な関係を確立し、かつ、抗繊維形成（ａｎｔ
ｉ－ｆｉｂｒｏｔｉｃ）治療処置の長期的なモニタリングができる。
【００３４】
　図２は、さらなる実施例に従って、超音波エラストグラフィシステム１０の模式図を示



(9) JP 6430498 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

している。特には、医療用超音波３次元画像化システムである。超音波エラストグラフィ
システム１０は、解剖学的部位に係る一つの解剖学的部位を検査するために適用される。
特には、患者１２の解剖学的部位である。超音波エラストグラフィシステム１０は、超音
波を送信及び/又は受信するための多数のトランスデューサエレメントを持つ少なくとも
一つのトランスデューサアレイ（ａｒｒａｙ）を有する超音波画像取得プローブ１４を含
んでいる。一つの実施例において、トランスデューサエレメントは、所定のパルスデュレ
ーション（ｄｕｒａｔｉｏｎ）の少なくとも一つの送信インパルスの形式において、それ
ぞれに超音波を送信することができる。特には、複数の後に続く送信パルスである。トラ
ンスデューサエレメントは、例えば、１次元の列において配置され得る。例えば、２次元
画像を提供するために、軸周りに機械的に移動または回転され得るものである。さらに、
トランスデューサエレメントは、２次元のアレイにおいて配置され得る。特には、複数平
面または３次元画像を提供するためである。
【００３５】
　一般的に、多数の２次元画像、それぞれが所定の音響ラインまたはスキャニングライン
に沿っており、特にはスキャニング受信ラインに沿ったものが、３つの異なる方法で取得
され得る。第１に、ユーザは、手動スキャニングを介して多数の画像を達成し得る。この
場合、超音波画像取得プローブは、スキャンライン又はスキャン平面の位置および向きを
トラッキングすることができる位置検出デバイスを含んでよい。しかしながら、これは現
在は考えられていない。第２に、トランスデューサは、超音波画像取得プローブの中で自
動的にメカニカルにスキャンされ得る。これは、１次元のトランスデューサアレイが使用
される場合であり得る。第３に、そして好ましくは、超音波画像取得プローブの中にトラ
ンスデューサの段階的な２次元アレイが配置され、超音波ビームが電子的にスキャンされ
る。超音波画像取得プローブは、システムのユーザ、例えば医療スタッフまたは医者、に
よって手に持つことができる。超音波画像取得プローブ１４は、患者１２における解剖学
的部位３２の画像が提供されるように、患者１２の胴体に対して適用される。
【００３６】
　さらに、超音波エラストグラフィシステム１０は、超音波信号と画像の処理アセンブリ
１６を有しており、超音波エラストグラフィシステム１０を介した超音波画像の提供をコ
ントロールする。超音波信号と画像の処理アセンブリ１６は、超音波画像取得プローブ１
４のトランスデューサアレイを介したデータの取得だけではなく、超音波画像取得プロー
ブ１４のトランスデューサアレイによって受信された超音波ビームのエコーから超音波画
像を形成する信号と画像もコントロールする。さらに、超音波信号と画像の処理アセンブ
リ１６は、エラストグラフィモードの下で、特には、超音波画像取得プローブ１４のトラ
ンスデューサアレイによって受信された超音波ビームのエコーから、剛性値を決定する。
【００３７】
　超音波エラストグラフィシステム１０は、さらに、ユーザに対して３次元画像を表示す
るためのディスプレイ１８を含んでいる。さらに、入力デバイス２０は、キーまたはキー
ボード２２、および、さらなる入力デバイス、例えばトラックボール、を含んでよい。入
力デバイス２０は、ディスプレイ１８に、または、直接的に超音波信号と画像の処理アセ
ンブリ１６に対して接続されてよい。
【００３８】
　さらに、超音波エラストグラフィシステム１０は、トラッキングデバイスを含む。例え
ば、電磁気トラッキングデバイスである。トラッキングデバイスのパーツは、プローブ１
４の中に置かれるか、または、クリップを介してプローブと関連付けされてよい。さらに
、パーツ２５、２５’、例えばセンサのような磁気抵抗センサまたは光センサが、超音波
エラストグラフィシステムの周囲に置かれてよい。望ましくは、さらなるパーツ２５、２
５’の空間座標は既知である。
【００３９】
　図３は、超音波エラストグラフィシステム１０のブロックダイヤグラムを示している。
既に上述されたように、超音波エラストグラフィシステム１０は、超音波取得プローブ（
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ＰＲ）１４、超音波信号と画像の処理アセンブリ（ＣＵ）１６、ディスプレイ（ＤＩ）１
８、および入力デバイス（ＩＤ）２０を含んでいる。さらに上述されたように、プローブ
（ＰＲ）１４は、トランスデューサアレイ２６を含んでいる。例えば、段階的な２次元ト
ランスデューサアレイ、または、自動的にスキャンされる１次元トランスデューサアレイ
である。さらに、プローブは、トラッキングデバイスの一部２７を含む。例えば、センサ
２５、２５’、または基準を介して検出される電磁気フィールドを生成するコイルであり
、特には、光トラッキングをサポートするものである。一般的に、超音波信号と画像の処
理アセンブリ（ＣＵ）１６は、アナログ及び/又はデジタル電子回路を含み得る中央処理
装置、プロセッサ、画像取得と提供の全体をコーディネートするためのマイクロプロセッ
サまたは類似のもの、を含んでよい。さらに、超音波信号と画像の処理アセンブリ１６は
、ここにおいて中央処理装置２８と呼ばれるものを含んでいる。しかしながら、中央処理
装置２８は、超音波エラストグラフィシステム１０の中で個別のエンティティまたはユニ
ットであることを要しないことが理解されねばならない。メモリユニットは、参照番号３
５によって示されている。超音波信号と画像の処理アセンブリ１６の一部であり、かつ、
一般的には、ハードウェアまたはソフトウェアで実施されてよい。現在の区分は説明目的
だけのためになされたものである。超音波信号と画像の処理アセンブリ１６の一部として
の中央処理装置（ＣＯＮ）は、ビーム形成器（ｂｅａｍ　ｆｏｒｍｅｒ）をコントロール
し、これにより、解剖学的部位３２のどの画像が撮られるか及びこれらの画像がどのよう
に撮られるかをコントロールし得る。ビーム形成器（ＢＦ）３０は、トランスデューサア
レイ（ＴＲ）２６を駆動する電圧を生成し、パーツの反復頻度を決定する。ビーム形成器
は、スキャンし、送信されたビームと反応にフォーカスしてアポダイズ（ａｐｏｄｉｚｅ
）してよく、もしくは、さらに、フィルタを増幅し、かつ、トランスデューサアレイ２６
によって戻されたエコー電圧ストリームをデジタル化してよい。さらに、超音波信号と画
像の処理アセンブリ１６の中央処理装置２８は、一般的なスキャニング計画を決定し得る
。そうした一般的な計画は、既に上述したように、所望の解剖学的部位取得レート、解剖
学的部位の横方向範囲、解剖学的部位の高さ範囲、最大および最小ライン密度、スキャニ
ングライン回数とライン密度、を含んでよい。ビーム形成器３０は、さらに、トランスデ
ューサアレイ２６から超音波信号を受信し、かつ、画像信号としてそれらを転送する。
【００４０】
　剪断波エラストグラフィサブシステムが、参照番号３７を用いて指定されている。剪断
波サブシステム３７によって、超音波画像化システム１０は、剪断波モードにおいて動作
することができる。所定の実施例において、剪断波サブシステム３７は、焦点位置と、焦
点位置において剪断波源を移動するためのシーケンスを決定する。加えて、または、他の
実施例において、剪断波サブシステム３７は、動的に剪断波面（ｓｈａｒｅ　ｗａｖｅ　
ｆｒｏｎｔ）をコントロールすることに関して、ここにおいて説明される他の機能を実行
する。当業者であれば、ここにおける開示から、剪断波サブシステム３７がシステム１０
の他のコンポーネントと統合され得ることを理解するだろう。例えば、剪断波サブシステ
ム３７について説明された少なくとも数個の機能が、ＣＯＮ２８によって実行され得る。
一つの実施例に従った組織の定量化のために、剪断波サブシステム３７によって、超音波
画像化システム１０のユーザは、超音波画像の上に置かれた興味領域マーカ（ｍａｒｋｅ
ｒ）を使用して、測定に対する解剖学的位置を特定することができる。音響プッシュパル
ス（ａｏｕｓｔｉｃ　ｐｕｓｈ　ｐｕｌｓｅ）が、この位置に対してちょうど横の方に適
用される。興味部位を通じて伝わる剪断波を含むものである。トラッキングビームは、音
響の波長の１／１００より大きいものに対して敏感であるが、剪断波伝播（ｐｒｏｐａｇ
ａｔｉｏｎ）パスに対して適用される。トラッキングビームは、通過する剪断波面が検出
されるまで、連続的に送信される。剪断波の生成とピーク検出との間の時間が、剪断波速
度を計算するために使用される。測定品質を保証するために、値がレポートされる前に、
所与の空間的位置に対して複数の測定が行われる。
【００４１】
　さらに、超音波エラストグラフィシステム１０は、画像信号を受信するシグナルプロセ



(11) JP 6430498 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

ッサ（ＳＰ）３４を含んでいる。シグナルプロセッサ３４は、一般的に、アナログ－デジ
タル変換、デジタルフィルタリング、例えばバンドパスフィルタ、のために提供される。
受信した超音波エコーまたは画像信号に係る検出の圧縮、例えばダイナミックレンジ削減
、も同様である。シグナルプロセッサは、画像データを転送する。
【００４２】
　さらに、超音波エラストグラフィシステム１０は、画像プロセッサ（ＩＰ）３６を含む
。シグナルプロセッサ３４から受信した画像データを最終的にディスプレイ１８上に示さ
れるディスプレイデータへと変換するものである。特に、画像プロセッサ３６は、画像デ
ータを受信し、画像データを前処理（ｐｒｅｐｒｏｃｅｓｓ）し、そして、画像メモリの
中に保管してよい。これらの画像データは、次に、さらに、後処理（ｐｏｓｔ－ｐｒｏｃ
ｅｓｓ）され、ディスプレイ１８を介してユーザに対して最も便利な画像を提供する。現
在の事例において、特に、画像プロセッサ３６は、それぞれのスライスにおける多数の２
次元画像から３次元画像を形成し得る。
【００４３】
　ユーザインターフェイスは、一般的に参照番号３８を用いて指定されており、ディスプ
レイ１８と入力デバイス２０を含んでいる。さらに、また、入力デバイスを含んでよい。
例えば、超音波画像取得プローブ１４自身においてさえ提供され得るマウス又はさらなる
ボタンである。
【００４４】
　さらに、参照番号５６は、超音波システム１０の一部であり得る生検デバイスを指定し
ている。プローブ１４と同様に、生検デバイス５６は、トラッキングデバイス２５の一部
５８を含み得る。例えば、センサ２５、２５’または基準を介して検出される電磁気フィ
ールドを生成するコイルであり、特には、光トラッキングをサポートするためのものであ
る。
【００４５】
　現在の発明を適用し得る超電導エラストグラフィシステムに係る一つの特定の実施例は
、フィリップスウルトラサウンド製である新リリースの剪断波Ｅｌａｓｔｇｒａｐｈｙ　
Ｐｏｉｎｔ　Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ＥｌａｓｔＰＱ）を適用しているシステム
である。
【００４６】
　図４は、超音波画像取得プローブ１４に関する解剖学的部位３２の一つの実施例を示し
ている。この実施例において描写される典型的な解剖学的部位３２は、セクタータイプ（
ｓｅｃｔｏｒ　ｔｙｐｅ）である。超音波画像取得プローブ１４のトランスデューサアレ
イが、電子的にスキャンされる段階的な２次元アレイとして配置されているためである。
このように、解剖学的部位３２のサイズが、高さ角度４２と横方向角度４４によって表現
され得る。解剖学的部位３２の深さ４６は、いわゆるライン毎の秒でのライン時間（ｌｉ
ｎｅ　ｔｉｍｅ　ｉｎ　ｓｅｃｏｎｄｓ　ｐｅｒ　ｌｉｎｅ）によって表現され得る。つ
まり、所定のスキャニングラインをスキャンするために費やされるスキャニング時間であ
る。
【００４７】
　解剖学的部位３２は、多数のスライス４８、５０または２次元画像へと分割され得る。
２つのスライス４８、５０だけが説明目的のために描かれている。実際に、異なる高さ角
度４０を有する多数の平面またはスライス４８、５０が、解剖学的部位３２のボリューム
にわたり拡がっている。もちろん、スライス４８、５０は、また、高さ方向に向けられて
もよく、そして、横方向において解剖学的部位３２にわたり拡がってよい。画像取得の最
中に、超音波画像取得プローブ１４の２次元トランスデューサアレイは、ビーム形成器に
よって操作される。解剖学的部位３２が、スライス４８、５０それぞれの中で、連続的に
、これら多数のスキャンラインに沿ってスキャンされるような方法におけるものである。
複数ライン受信処理においては、一つの送信ビームが、多数、例えば４つの、それに沿っ
て信号が並行して取得される受信スキャニングラインを照らし得る。そうである場合、そ
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うした受信ラインのセットは、次に、連続して解剖学的部位３２を横切って電子的にスキ
ャンされる。
【００４８】
　図５は、従来のＢモード超音波画像である、超音波画像５２を示している。超音波画像
は、２次元であり、かつ、例えば、上述のように、システム１０を用いて取得され得るも
のである。さらに、興味領域３３が示されており、ユーザは、エラストグラフィ測定のた
めにＢモード画像５２の中で所定のポイントを選択するために使用し得るものである。画
像５２の中でユーザが所定の興味領域３３を選択した後で、エラストグラフィ測定が実施
され、そして、結果が、画像５２の中で値として表示される。値は、参照番号５４によっ
て一般的に指定されている。これによって、ユーザは、組織の弾性をＢモード画像の上に
マップするために、Ｂモード画像５２の異なる部分を評価することができる。図５におい
ては、興味領域３３の適切な配置が示されているが、これが、必ずしもそうであるとは限
らない。
【００４９】
　図６は、患者１２の胴体の模式的な例示である。頭尾軸（ｃｒａｎｉｏｃａｕｄｉａｌ
　ａｘｉｓ）が参照番号６０を用いて指示されている。前後軸（ａｎｔｅｒｉｏｒ－ｐｏ
ｓｔｅｒｉｏｒ　ａｘｉｓ）が参照番号６２を用いて指示されている。左右軸が参照番号
６４を用いて指示されている。ユーザは、プローブを第１の位置へ移動し、トラッキング
デバイス２５、２５’によってトラックされる。これは、例えば、電磁気トラッキングデ
バイスまたは光トラッキングデバイスによって行われ得る。
【００５０】
　これによって、プローブ１４の異なる位置をトラックすることができる。例えば、プロ
ーブ１４が第１の位置６６から第２の位置６８または第３の位置７０へ移動するとき、プ
ローブ１４の対応する位置と向きがトラックされ得る。そして、このように、２次元超音
波画像化がなされるところ、従って、エラストグラフィ測定、が行われる位置と向き４８
、５０が決定され得る。これによって、患者１２の胴体に関する平面４８、５０の位置が
決定され得るだけでなく、絶対座標における平面４８、５０の位置も決定され得る。これ
により、同様に既知の位置と向きを有する以前に取得された解剖学的部位の３次元画像と
共に平面４８、５０のあらゆるレジストレーションができる。
【００５１】
　図７は、方法８０の一つの実施例を示している。本方法は、ステップ８２において開始
する。次に、ステップ８４において、解剖学的部位３２の３次元画像が取得される。この
３次元画像は、上述のように、超音波システムを介して取得され得る。しかしながら、３
次元画像は、また、異なるモダリティ（ｍｏｄａｌｉｔｙ）を介して取得されてもよい。
例えば、コンピュータトモグラフィ装置、または磁気共鳴トモグラフィ装置である。
【００５２】
　次に、ステップ８６において、超音波画像化および剪断波エラストグラフィを提供する
ために構成されたポータブル超音波画像取得プローブを介して、剪断波エラストグラフィ
測定結果が取得される。それ以前に、入手可能な超音波画像取得プローブを用いて取得さ
れる超音波画像の中で興味領域を選択するステップが行われてよい。その興味領域におい
てエラストグラフィ測定が行われる。
【００５３】
　その後、解剖学的部位に３次元画像の中で剪断波エラストグラフィ測定結果の位置を決
定するステップ８８が行われる。
【００５４】
　ステップ８８は、解剖学的部位の３次元画像と共に超音波画像をレジストレーションす
ることによって、決定するステップが行われるように、実行されてもよい。このことは、
純粋にコンピュータ実行ベースで行われてよい。代替的に、または余剰的な手段として、
超音波画像取得プローブの位置がトラッキングデバイスを介してトラックされてよい。こ
れにより、エラストグラフィ測定結果を、３次元画像および解剖学的部位の３次元画像に
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おける位置に関連付けすることができるようにである。
【００５５】
　ユーザが行っている剪断波エラストグラフィ測定結果の位置を表示するステップ９０の
以前に、トラッキングデバイスを介した解剖学的部位の３次元画像の中での生検デバイス
の位置のトラッキング、および、剪断波エラストグラフィ測定結果と生検デバイスとの間
の距離を決定するステップが、さらに行われてよい。この距離は、ステップ９０において
同様に表示され得る。もちろん、一つ以上の剪断波エラストグラフィ測定が起きている場
合、そして、つまり、一つ以上の位置９４、９５、９６が存在する場合には、それぞれの
位置に対して一つ以上の生検デバイスの距離が決定され得る。
【００５６】
　本方法は、次に、ステップ９２において終了する。
【００５７】
　図８は、ユーザに対するそうした表示の一つの実施例を示している。左側は、超音波画
像５２であり、今の実施例において一般的に知られているバイモード（ｂｉ－ｍｏｄｅ）
２次元画像が示されている。エラストグラフィ測定結果９４から９６がそれぞれ決定され
、かつ、位置がトラックされている。これによって、解剖学的部位３２に対するプローブ
１４の相対的な位置、および、３次元画像９８が知られる。従って、エラストグラフィ測
定が行われてきた平面４８の位置が可視化され得るだけでなく、位置９４から９６も、ま
た、可視化され得る。
【００５８】
　肝臓の解剖学的構造へのエラストグラフィ測定位置のマッピングは、種々の異なるトラ
ッキング技術を使用して、肝臓エラストグラフィ関連の２次元／３次元超音波画像化を、
以前のプロシージャの肝臓ボリュームに対して統合することによって達成され得る。一つ
の実施例において、トラッキングは、プローブと患者が電磁気フィールドにおいてライブ
（ｌｉｖｅ）でトラックされる電磁気トラッキングであり得る。事前のプロシージャ画像
は、一つのボリュームについて超音波画像の再構成に対して３次元でトラックされたもの
であってよく、または、以前のＭＲ／ＣＴ画像であってよい。これらの事前のプロシージ
ャ画像は、基準を使用して、電磁気トラッキングシステムに対してレジストレーションさ
れ得る。こうした統合を使用して、種々の異なる可視化技術が可能とされ得る。
【００５９】
　図８に示される実施例において、プローブ１４は３次元でトラックされている。エラス
トグラフィが実行されている２次元画像化平面の正確な位置が、３次元において決定され
、かつ、（右側に示されるように）可視化され得る。この可視化は、エラストグラフィ測
定の３次元コンテクストを理解するために、一つまたはそれ以上の画像化スライスに対し
て行われてよい。
【００６０】
　別の実施例においては、ライブのエラストグラフィ関連の２次元／３次元超音波画像化
の事前のプロシージャへのマッピングが、純粋に画像レジストレーションベースのトラッ
キングアプローチによって達成される。事前のプロシージャ画像は、以前のＭＲ／ＣＴボ
リューム、または、１次元または２次元マトリクストランスデューサのスウィープ（ｓｗ
ｅｅｐｉｎｇ）を使用する３次元ボリュームのサブセットの縫合および合成によって取得
された３次元で超音波の肝臓の解剖学的構造であり得る。画像レジストレーションは、基
準ポイント、血管構造、輪郭または輝度の一致に基づいてよい。このアプローチは、追加
のハードウェア設備を必要としないので、電磁気トラッキングベースのアプローチより簡
単であり、従って、ワークフローを最適化することができる。
【００６１】
　図９は、ユーザに対する表示のさらなる実施例を示している。左側には、再び、超音波
画像５２が表示されている。それらは超音波測定結果の位置９４を可視化するだけではな
い。検査の最中に生検デバイス５６について行くためにも使用され得るものである。これ
によって、３次元画像９８において、エラストグラフィ測定がなされる平面５０だけでは
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９８において可視化され得る。このことは、生検サンプルが、興味領域の中にあり、例え
ば、エラストグラフィ測定の位置９４と一致することを保証することができる。従って、
さらに、この位置９４に対する生検デバイスの距離をユーザへ表示することを提供し得る
。
【００６２】
　特に、この実施例は、フォローアップ生検のリアルタイムガイダンスのために使用され
得る。この臨床的ワークフローにおいて、エラストグラフィ測定９４が生検のために選択
されたと仮定する（図９の左上の画像を見よ）。このトラックされた統合システムにより
、ユーザは、この特定のエラストグラフィ測定が実行された画像化平面４８をねらい、か
つ、現在の「生検（”ｂｉｏｐｓｙ”）」画像化平面のエラストグラフィ画像化平面への
３次元的関係を示すことができる。
【００６３】
　加えて、トラックされたデバイスを使用して生検が実行される場合、ターゲット位置（
つまり、エラストグラフィ測定が行われた場所）への現在のデバイス位置のリアルタイム
な距離が表示され得る。
【００６４】
　図１０は、ユーザに対する表示のさらなる実施例を示している。生検検査のフォローア
ップとして、３次元画像９８の中、または、エラストグラフィ測定位置９４から９６が解
剖学的部位３２において示されてよい。さらに、生検サンプル１００の部位が示されてい
る。従って、位置９４から９６それぞれに対する距離を決定することが可能である。例え
ば、位置９５への距離１０２、および、生検サンプル１００の位置とエラストグラフィ測
定位置９４との間の距離である。
【００６５】
　エラストグラフィ剛性測定位置の３次元的可視化（白いＲＯＩボックスであり、その色
が剛性値を表わしている）、および、生検位置（黒いＸ印、一旦利用可能になれば生検ス
コアが追記され得る）は、３次元ボリュームにおいて異なる平面４８、５０に存在してよ
い。背景の３次元ボリュームは、３次元の超音波、ＭＲまたはＣＴ画像であってよい。
【００６６】
　本発明が、図面および前出の記載において、詳細に説明され記述されてきたが、そうし
た説明および記載は、説明的または例示的なものであり、制限的なものではないと考えら
れるべきである。つまり、本発明は、開示された実施例に限定されるものではない。図面
、明細書、および添付の特許請求の範囲を研究すれば、請求される本発明の実施において
、当業者によって、開示された実施例に対する他の変形が理解され、もたらされ得る。
【００６７】
　請求項において、用語「含む（“ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ“）」は、他のエレメントまた
はステップの存在を排除するものではなく、不定冠詞「一つの（”ａ“または”ａｎ“）
」は、複数を排除するものではない。単一のエレメントまたは他のユニットは、請求項で
述べられる数個のアイテムに係る機能を満たし得る。特定の手段が、お互いに異なる従属
請求項の中で引用されているという事実だけでは、これらの手段の組み合せが有利に使用
され得ないことを示すものではない。
【００６８】
　コンピュータプログラムは、他のハードウェアと共に又はハードウェアの一部として提
供される光記録媒体もしくは半導体媒体といった、適切な媒体上に記録され／配布され得
る。しかし、インターネット、または他の有線もしくは無線の電子通信システムを介する
といった、他の形式においても配布され得る。
【００６９】
　請求項におけるいかなる参照番号も、発明の範囲を限定するものと解釈されるべきでは
ない。
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